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東洋カーマックス株式会社について
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東洋カーマックスについて①

∎ 会社名 東洋カーマックス株式会社
∎ 設立 1963年7月
∎ 代表者 小倉 律夫
∎ 資本金 3億円
∎ 社員数 260名
∎ 株主 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

三信株式会社
株式会社Ｔ＆Ｔアド
オークラヤ住宅株式会社
コスモ石油マーケティング株式会社
損害保険ジャパン株式会社
ＴＩＳ株式会社
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東洋カーマックスについて②

∎ 営業拠点
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本社 ⼤阪市北区⻄天満4-8-17 東京本部 東京都中央区京橋1-19-8
京橋OMビル5階
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沿革について①

株式会社三和銀行、同行関係会社及び丸善石油株式会社を株主と
して東洋興業株式会社を設立。本社を三和銀行瓦町ビルに設置。
東京支社を神田三和ビルに設置。

1963年7月

丸善石油の特約店としてサービスステーションを大阪、東京、神
奈川、千葉に開設。

1963年8月

有料駐車場を大阪、東京、京都、兵庫、神奈川に開設。1963年11月

自動車全車種の販売及びオートリース、自動車保険の取扱い開始。1983年7月

丸善石油株式会社の合併に伴い、新会社コスモ石油株式会社の大
手特約店となる。

1986年4月

東京「八丁堀東興ビル」竣工。1993年7月

コーポレートブランド「カーマックス」導入。東洋カーマック
ス株式会社に社名変更。

2010年7月
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沿革について②

創業60周年を迎える。2023年7月

健康経営優良法人2025（大規模法人部門）認定。2025年3月
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東京支社を「東京都中央区京橋1-19-8 京橋OMビル5階」へ移転2025年10月
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事業内容について①

7

・オートリース事業

・ソリューション事業

・パーキング事業

・サービスステーション事業
（関⻄圏で4ヵ所運営）
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事業内容について②
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∎ オートリース事業について
・リース契約台数：約2.5万台（全社）
・当社では、全メーカー・全車種のリースに対応が可能

〜⾃転⾞（電動アシストも含む）・ゴルフカート・⼤型トラックまで〜
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事業内容について③
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∎ ソリューション事業について
・ガソリン給油カードの発券業務（エネオス、コスモ）

・ＥＴＣマイレージカードの発券業務
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事業内容について④
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∎ パーキング事業について

・地主様から土地をお借りして
コインパーキングの開設運営を行っております。

・現在、全国約1,100ヵ所を運営しております。
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事業内容について⑤

∎ サービスステーション事業について
・大阪府内にコスモブランドで4拠点運営。
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セルフ&カーケア
箕面船場

セルフ&カーケア
四ツ橋
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SDGsへの取組について①
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SDGsへの取組について②

∎ EVモニター・プログラミング（EV車両の無料貸出）

∎ カーボンオフセット付きリースの取扱い

∎ コインパーキングへEV充電器設置

∎ ソーラーパネルの設置（セルフ&カーケア箕面船場）

∎ まちかどクリーンデー（東京都中央区）、大阪清掃活動の実施

∎ ボランティア活動（湿地保全、里山保全）
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●保険会社の示談代行サービスが利用できます

●業務使用中であれば個人所有の自転車でも補償の対象です

●保険を使用してもフリート契約の割引率に影響しません

●事故の受付は24時間365日、夜間休日も初動対応します

ここがポイント

軽車両による業務上賠償責任特約
〔ＫＧ特約〕 のご案内

●対象となる軽車両
自転車などの原動機を持たない車両（道路交通法上の軽車両）

●対象となる事故
従業員が業務中に軽車両を使用・管理していて発生した事故

●補償内容（当商品は自動車保険の特約です）

上記事故に起因する法律上の損害賠償責任額を補償

特約概要

●営業活動中に自転車で物損事故を起こした
●配達業務で自転車を使っていて歩行者にケガをさせてしまった

事故例

SJ25-09592(2025/11/11)

自転車事故の面倒な示談交渉は
保険会社にお任せ!



〔自転車1台あたりの1年間保険料〕

●ご契約条件

対人賠償 無制限
対物賠償 無制限（自己負担なし）
対物全損時修理差額費用特約あり

●保険料
3,230円

保険料例

（取扱代理店） 東洋カーマックス株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号

TEL 03-5543-1431
（受付時間）平日8:45～17:30(土日祝日定休)
(引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社)

このチラシは「自動車保険BAP軽車両による業務上賠償特約」の概要を説明したものです。
詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」等をご覧ください。
なお、ご不明な点は、取扱代理店までお問い合わせください。

●通勤で使用する自転車は補償の対象になりますか?

→ 通勤は業務使用中に該当しないため補償の対象外です。

●会社所有の自転車ですが、私用の買い物に使用中の事故は?

→ 業務使用中ではないため補償対の象外です。

●電動アシスト自転車、原動機付自転車を業務使用しています。

→ 原動機付自転車は軽車両ではないため補償の対象外です。

よくあるご質問

SJ25-09592(2025/11/11)
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